
 

亀 山 市 公 告 第 ８ ４ 号  
公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 （ 以 下 「 プ ロ ポ ー ザ ル 」 と い う 。 ）

を 行 う の で 、 次 の と お り 公 告 す る 。  
平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ３ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  
 
１  業 務 概 要  
（ １ ） 業 務 名  

亀 山 市 市 勢 要 覧 作 成 業 務 委 託  
（ ２ ） 業 務 内 容  

亀 山 市 市 勢 要 覧 作 成 業 務 委 託 仕 様 書 の と お り  

（ ３ ） 履 行 期 間  

契 約 締 結 の 日 か ら 平 成 ３ １ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 （ 木 ） ま で  

２  参 加 資 格 要 件  
次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い る 者 と す る 。  

（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７

条 の ４ の 規 定 に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  
（ ２ ） プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 期 限 ま で に 亀 山 市 契

約 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規

定 す る 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ 、 そ の 後 、 継 続 し て

登 録 さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  
（ ３ ） 亀 山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年

亀山市告示 第６ 号）に よる 指名 停止期 間中 の者 でない こと 。  
（ ４ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） の 規 定 に よ る

更 正 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第

２ ２ ５ 号 ） の 規 定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て

い な い こ と 。  
（ ５ ） 市 税 、 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い な い

こ と 。  
（ ６ ） 亀 山 市 契 約 規 則 第 ２ 条 第 ５ 項 の 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 の 取

扱 い 業 務 に 「 広 告 代 理 ・ 企 画 」 の 記 載 が さ れ て い る こ と 。  
（ ７ ） 本 店 又 は 支 店 若 し く は 営 業 所 等 の 所 在 地 が 三 重 県 内 で あ

る こ と 。  
（ ８ ） 過 去 に 、 市 （ 町 村 ） 勢 要 覧 又 は 類 似 す る 物 品 の 作 成 業 務



 

の 実 績 が あ る こ と 。  
（ ９ ） 事 業 の 代 表 者 、 役 員 （ 執 行 委 員 を 含 む 。 ） 又 は 支 店 若 し

く は 営 業 所 を 代 表 す る 者 等 、 そ の 経 営 に 関 与 す る 者 が 、 暴

力 団 員 又 は 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定

す る 暴 力 団 を い う 。 ） 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有

す る 者 で な い こ と 。  
３  担 当 部 署  

亀 山 市 総 合 政 策 部 政 策 課 広 報 秘 書 グ ル ー プ  
〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  
三 重 県 亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地  
電 話  ０ ５ ９ ５ － ８ ４ － ５ ０ ２ １  
フ ァ ク ス  ０ ５ ９ ５ － ８ ２ － ９ ６ ８ ５  
電 子 メ ー ル ア ド レ ス  k o u h o u h i s y o @ c i t y . k a m e y a m a . m i e . j p  

４  亀 山 市 市 勢 要 覧 作 成 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領

等 の 交 付  
（ １ ） 交 付 期 間  

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ４ 日 （ 木 ） か ら 同 年 １ １ 月 ７ 日 （ 水 ）

ま で （ 日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 休 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５

分 ま で  
（ ２ ） 交 付 場 所  

３ の 担 当 部 署 と す る 。  
（ ３ ） 交 付 方 法  

直 接 交 付 又 は 亀 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら の ダ ウ ン ロ ー ド に

よ る 。  
（ ４ ） 交 付 書 類  

ア  亀 山 市 市 勢 要 覧 作 成 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施

要 領  
イ  プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 思 表 明 書  
ウ  業 務 実 績 調 書  
エ  亀 山 市 市 勢 要 覧 作 成 業 務 委 託 評 価 基 準  
オ  亀 山 市 市 勢 要 覧 作 成 業 務 委 託 仕 様 書  



 

５  参 加 意 思 表 明 手 続  
プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 希 望 者 は 、 プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 思 表 明 書

及 び 資 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
（ １ ） 提 出 期 間  

平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ４ 日 （ 木 ） か ら 同 月 １ ５ 日 （ 月 ） ま で

（ 日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 休 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か

ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  
（ ３ ） 提 出 場 所  

３ の 担 当 部 署 と す る 。  
（ ４ ） 提 出 方 法  

持 参 又 は 郵 送 （ 着 信 を 確 認 す る こ と 。 ） と す る 。  
６  企 画 提 案 書 等 の 提 出 期 限 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法  
（ １ ） 提 出 期 限  

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 １ ５ 分  
（ ２ ） 提 出 場 所  

３ の 担 当 部 署 と す る 。  
（ ３ ） 提 出 方 法  

提 出 期 限 ま で の 日 （ 日 曜 日 、 土 曜 日 及 び 休 日 を 除 く 。 ）

の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で に 持 参 す る も の

と す る 。  
７  そ の 他  
（ １ ） 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 応 募 に 係 る 一 切 の 費 用 は 、 応 募 者 の 負

担 と す る 。  
（ ２ ） 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 企 画 提 案 に 係 る 報 酬 は 、 支 給 し な い 。  
（ ３ ） 選 定 し な か っ た 企 画 提 案 書 は 、 提 出 者 に 返 却 し な い も の

と す る 。  
（ ４ ） 選 定 し た 企 画 提 案 書 は 、 公 表 す る こ と が あ る 。  
（ ５ ） 提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 は 、 受 託 候 補 者 の 選 定 以 外 に 提 出

者 に 無 断 で 使 用 し な い も の と す る 。  
（ ６ ） 提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 は 、 当 該 書 類 を 無 効 と

す る と と も に 、 虚 偽 の 記 載 を し た 者 に 対 し て 、 亀 山 市 物 品

調 達 等 に 関 す る 要 綱 （ 平 成 ２ ０ 年 亀 山 市 告 示 第 １ ５ ７ 号 ）

第 １ １ 条 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ て い る 亀 山

市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 の 規 定 に よ る 指 名 停



 

止 又 は 契 約 等 の 相 手 方 と な る も の か ら 当 分 の 間 排 除 す る 措

置 を 行 う こ と が あ る 。  
（ ７ ） 本 業 務 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 、 日 本 語

及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  
（ ８ ） 参 加 辞 退 は 自 由 で あ り 、 辞 退 し て も 今 後 不 利 益 と な る よ

う な 取 扱 い は し な い 。  
（ ９ ） 選 定 の 経 過 及 び 選 定 さ れ た 候 補 者 は 、 亀 山 市 ホ ー ム ペ ー

ジ で 公 開 す る こ と が あ る 。  


